
 

別紙 

 

実 施 仕 様 書 

 

（目的） 

第１条 このイベントは、森林ふれあい推進事業の一環として実施しているものであ 

    り、乙は、イベントの参加者にとって、安全かつ意義あるものになるよう誠意を 

    もって、その実施にあたらなければならない。 

（下絵の募集） 

第２条 熊本市内の各中学校への下絵募集は乙が行うものとする。下絵募集にあたっ

ては、甲が募集案内等を作成し、乙が熊本市内の各中学校へ送付する。 

なお、テーマ、応募方法、募集期間、作品制作にあたっての説明、留意事項 

等は甲が定め、配布用チラシに記載するものとする。 

 

（下絵応募者の把握） 

第３条 下絵応募者の把握は甲が行うものとする。また、乙に申し込みがあった場合

速やかに甲へ連絡し、申し込み状況について意思疎通を図るものとする。 

 

（審査委員の選出） 

第４条 審査については、下絵審査及び最終審査に審査委員として乙から２名選出す 

ること。 

 

（準備する資材等） 

第５条 アートパネル製作は、下絵審査で入選した６作品とし、入選校に対し必要な資

材を提供し、下絵を元に大型パネルの制作を依頼する。 

２ アートパネル制作に必要な資材、通信費等については乙の負担により準備す

る。 

なお、九州森林管理局庁舎外壁へのアートパネル設置に係る作業について

は、甲が手配する。 

（準備資材等） 

・入選学校が選択した色の水性ペイント 

・はけ、筆、パレット、ボウル、ブルーシート 

・作品募集案内 

・審査結果通知の送付及び下絵作品の返却等 

･最優秀賞･優秀賞の副賞 

 

 



 

（表彰式） 

第６条 表彰式については、入選中学校への案内及び参加者の把握は乙が行い、会

場準備及び進行等は甲が行うものとする。 

なお、参加者の把握については甲にも報告すること。 

   ２  甲は、表彰式で入選６作品の総評と、最優秀作品の結果発表を行うものとす

る。 

 

（荒天等によるイベント中止・延期） 

第７条 荒天によりイベントの中止、延期が必要となった場合は、乙は、甲と協議して

その取扱いを決定し、速やかに参加者に連絡するものとする。



 

 

（別 添） 

 

 

事業スケジュール 

 

１ 下 絵 

下絵の募集（熊本市内各中学校）    ４月中旬～６月中旬 

審査 ・ 審査結果の通知        ７月上旬 

 

２ アートパネル作成 

資材の提供               ７月下旬頃 

  

３ 表彰式 

表彰式の案内                        11月中旬 

表彰式の準備・開催          12月中旬 

 

 

※ アートパネルの提供及び、九州森林管理局庁舎外壁設置に係る作業について 

は、九州森林管理局が手配することとします。パネルについては７月下旬頃に 

入選校に提供します。 

また、完成したパネルについては 11月中旬ごろ各学校から回収することとし 

ています。


